
（裏面へ）

平成２２年度 年金事務所別算定基礎届受付日程・方法等

（注１）ＦＤ（フロッピーディスク）による届出も可能です。

（注２）不明な点は各年金事務所にお問合せ下さい。

（注３）電子申請による算定基礎届の受付開始日は、平成２２年７月１日からとなります。

（注４）下記「事務センター」とは、「日本年金機構埼玉事務センター」のことです。

＜事務センター所在地＞〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル

平成２２年５月２１日現在

年金事務所名 受 付 日 程 ・ 方 法 等

浦 和

１．「受託事業所名簿の提出」は、４月３０日（金）までに提出。（管内・管外社労士とも。）

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、事務センターから届き次第、事務所から各社労士宛に郵送。

３．「算定基礎届の提出」は、事務センターへ直送。（管内・管外社労士とも。）

４．算定基礎説明会は、６月１５日（火）、１７日（木）の２日間。

６月１５日（火）・・・川口総合文化センター（対象地区：川口市・戸田市・蕨市・鳩ケ谷市）

６月１７日（木）・・・埼玉会館大ホール（対象地区：さいたま市）

大 宮

１．「受託事業所名簿の提出」は、５月１４日（金）までに提出。（管内・管外社労士とも。）

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、事務センターから届き次第、事務所から各社労士宛に郵送。

３．「算定基礎届の提出」は、事務センターへ直送。（管内・管外社労士とも。）

４．算定基礎説明会は、６月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）の３日間。

６月１４日（月）・・・鴻巣市文化センター（対象地区：鴻巣市・北本市）

６月１５日（火）・・・さいたま市民会館おおみや（対象地区：さいたま市）

（労働保険との統一説明会）

６月１６日（水）・・・上尾市文化センター（対象地区：上尾市・桶川市・伊奈町）

熊 谷

１．「受託事業所名簿の提出」は、５月１２日（水）までに提出。

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、６月２３日（水）、２４日（木）、２５日（金）の３日間。（管内・管外

社労士とも。）

３．「算定基礎届の提出」は、事務センターへ直送。（管内・管外社労士とも。）

４．算定基礎説明会は、６月１０日（木）、１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、１７日（木）の５日間。

６月１０日（木）・・・行田市商工センター（対象地区：行田市）

６月１４日（月）・・・熊谷文化創造館さくらめいと（対象地区：熊谷市）

１５日（火）・・・深谷市民文化会館（対象地区：深谷市）

１６日（水）・・・本庄市民文化会館（対象地区：本庄市・児玉郡・寄居町）

１７日（木）・・・パストラル加須（対象地区：加須市・羽生市）

川 越

１．「受託事業所名簿の提出」は、追加・変更のある場合のみ５月１３日（木）までに提出。（管内・管外社労士とも。）

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、６月１７日（木）、１８日（金）の２日間を予定。（管内・管外社労士と

も。）

※未受領分は、６月２１日（月）に事務所から各社労士宛に郵送。

３．「算定基礎届の提出」は、７月２０日（火）、２１日（水）、２２日（木）の３日間。（管内・管外社労士とも。）

※受付場所：東上パールビル５Ｆ（川越年金事務所の入っているビル）

４．算定基礎説明会は、６月１１日（金）、１４日（月）、１５日（火）、１６日（木）の４日間。

６月１１日（金）・・・川越市民会館（対象地域：川越市・ふじみ野市・富士見市）

６月１４日（月）・・・朝霞市民会館（対象地域：朝霞市・和光市・志木市・新座市）

６月１５日（火）・・・坂戸市文化会館（対象地域：坂戸市・鶴ヶ島市・越生町・毛呂山町）

６月１６日（水）・・・東松山市市民活動センター（対象地域：東松山市・吉見町・川島町・小川町

嵐山町・滑川町・鳩山町・ときがわ町）



年金事務所名 受 付 日 程 ・ 方 法 等

春日部

１．「受託事業所名簿の提出」は、昨年度末の受託状況を各社労士宛に情報提供として郵送してあります。久喜市合併に伴う事

業所整理番号の変更を行ったため、変更後の整理記号もお知らせしてありますので、「各社労士に確認済」。

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、６月７日（月）、８日（火）、９日（水）、１０日（木）の４日間。（管内・

管外社労士とも。）

※配布場所：春日部年金事務所６階（６月１１日（金）以降の引き取り希望の場合は、年金事務所への連絡が必要。）

※６月１１日（金）の時点での未渡し分は、事務所から各社労士宛に郵送。

３．「算定基礎届の提出」は、

①社労士受付分：７月１２日（月）～７月１６日（金）（管内・管内社労士とも。）

春日部社会保険事務所６F 適用調査課で受付。

②集合受付：７月６日（火）・・・久喜総合文化会館（管内・管外社労士とも。）

７月７日（水）・・・さいたま市民会館いわつき（管内・管外社労士とも。）

７月８日（木）・・・春日部市民文化会館（管内・管外社労士とも。）

※上記②における全会場とも受付時間は、９時３０分～１５時３０分

※上記①及び②の他に、事務センターへ直接郵送も可。

４．算定基礎説明会は、６月１６日（水）、１７日（木）、１８日（金）の３日間。

６月１６日（水）・・・春日部市民文化会館（労働保険と共催）

（対象地域：春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町）

６月１７日（木）・・・久喜総合文化会館（対象地域：久喜市・幸手市・白岡町）

６月１８日（金）・・・さいたま市民会館いわつき（対象地域：さいたま市岩槻区）

※６月１６日（水）の埼玉県社会保険労務士会春日部支部定例会でも説明いたします。

所 沢

１．「受託事業所名簿の提出」は、現行のデータを基に名簿確定、作成済み。

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、６月１１日（金）までに事務所から各社労士宛に郵送。

３．「算定基礎届の提出」は、事務センターへ直送。（管内・管外社労士とも）

４．算定基礎説明会は、６月１５日（火）、１６日（水）、１７日（木）の３日間。

６月１５日（火）・・・所沢市民文化センター ミューズ（対象地区：所沢市・入間郡三芳町）

６月１６日（水）・・・飯能市市民会館（対象地区：飯能市・日高市）

６月１７日（木）・・・入間市産業文化センター（対象地区：入間市・狭山市）

秩 父

１．「受託事業所名簿の提出」は、４月２３日（金）までに提出。（管内・管外社労士とも）

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、６月８日（火）。

※交付場所は、秩父市福祉女性会館。（管外社労士については、事務所から各社労士宛に郵送）

３．「算定基礎届の提出」は、

①管内社労士：７月５日（月）、６日（火）の指定日。（すでに通知済み）

②管外社労士：７月８日（木）、９日（金）、１２日（月）、１３日（火）、１４日（水）の５日間。

※受付場所

７月 ８日（木）・・・皆野町文化会館（対象地区：皆野町・長瀞町・東秩父村）

７月 ９日（金）・・・小鹿野文化センター（対象地区：小鹿野町・秩父市のうち旧吉田町）

７月１２日（月）・・・秩父宮記念市民会館（対象地区：秩父市のうちア～サ）

７月１３日（火）・・・秩父宮記念市民会館（対象地区：秩父市のうちシ～チ、横瀬町）

７月１４日（水）・・・秩父宮記念市民会館（対象地区：秩父市のうちツ～ワ、）

※７月８日（木）、９日（金）、１４日（水）の秩父市のうち旧荒川村と旧大滝村については、調査実施。

４．算定基礎説明会は、６月１６日（水）、１７日（木）、１８日（金）、の３日間。

６月１６日（水）・・・皆野町文化会館（対象地区：皆野町・長瀞町・東秩父村）

６月１７日（木）・・・小鹿野文化センター（対象地区：小鹿野町、秩父市のうち旧吉田町）

６月１８日（金）・・・横瀬町町民会館（対象地区：秩父市のうち旧吉田町以外の地区、横瀬町）

（労働保険との統一説明会）

越 谷

１．「受託事業所名簿の提出（同意書の確認）」は、平成２２年３月末データにて、送付確認依頼。４月１６日提出期限として

確認作業済み。（管内・管外社労士とも）

２．「受託事業所名簿提出分の算定関係書類交付」は、配布場所確保が困難なため、６月１４日頃事務所から各社労士宛に郵送

予定。（管内・管外社労士とも）

３．「算定基礎届の提出」は、７月２１日（火）、２２日（水）の２日間。（管内・管外社労士とも）

※受付場所は、越谷コミュニティセンター視聴覚室

４．算定基礎説明会は、６月１７日（木）、１８日（金）の２日間。

６月１７日（木）・・・草加アコスホール

６月１８日（金）・・・サンシティ越谷小ホール


